令和８年度愛媛県ＲＸ研修費補助金募集要領

１．趣旨
　　本補助金は、県内中小企業者等に対し、生産現場において、ロボット等自動化装置の操作技術等を習得する経費に対し、県が予算の範囲内で補助金を交付することにより、県内中小企業者等の生産性向上を図るとともに県内ロボット・自動化産業の成長を実現し、県内産業の活性化に資することを目的として実施します。補助金の交付にあたっては、愛媛県補助金等交付規則（平成18年愛媛県規則第17号。以下「規則」という。）及び令和８年度愛媛県ＲＸ研修費補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）に定めるもののほか、この募集要領の定めるところによることとします。


２．対象事業者
　　別表第１に定める県内中小企業者等とする。ただし、本補助金以外の他の補助や助成を受けている場合は対象から除きます。

３．対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、別表第２に掲げる経費とします。

４．補助対象外の経費等
　　以下の経費は補助の対象から除きます。
1 補助事業の目的に合致しないもの。
2 必要な経理書類を用意できないもの。
3 交付決定前に発注・契約、支払い（前払い含む）等を行ったもの交付要綱制定日より前に講座の申込み等を行ったもの。
4 自社内部の取引によるもの。
5 受講内容や受講料等が、ホームページやパンフレット等であらかじめ定められていないもの。
6 自社で企画したもの又はそれを外部に発注したもの。
7 金融機関などへの振込手数料、代引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料等
8 実績報告書提出時までに、書面等により講座の修了又は試験の合格を確認することができないもの。
9 各種キャンセルに係る取引手数料等
10 補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用
11 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻す（ポイント・クーポン等の発行を含む）ことで、購入額を減額・無償とすることにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの
12 その他、本補助事業の趣旨に照らして適切でないと知事が認めたもの。

５． 交付申請方法
補助を希望される方は、交付申請書及び添付書類を持参または郵送により受付期間内に提出してください。応募申請書の様式は、愛媛県庁ホームページにおける本事業の案内ページからダウンロードできます。

６．予算額
　　200万円
※予算の範囲内で補助金を交付しますが、下記７のただし書きにご注意ください。

７．申請募集期間
　　令和８年５月28日（木）から令和９年 1 月 29 日（金）まで
 （ただし、申請募集期間中であっても、申請額の合計が予算額に達した場合は、その
時点で募集を終了する場合があります。）

８．その他
本補助金の申請等において、その内容に虚偽等が認められる場合には、交付要綱に基づき、交付決定の取消や補助金の返還を求めるほか、事業者名を公表する場合等があります。

別表第１
この要における県内中小企業者等は、次の（１）から（６）に掲げる要件をいずれも満たす事業者とする。
（１）愛媛県内に本社及び本店、支社、支店、事業所等を置く会社（株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は特例有限会社）、中小企業組合（事業協同組合及びその連合会、商工組合、企業組合、協業組合又は商店街振興組合及びその連合会）又は個人事業主であること。ただし、以下に列挙する個人又は法人は除く。
・医師、歯科医、助産師
・系統出荷による収入のみである個人農業者（個人の林業又は水産業者についても同様）
・農業協同組合・農業協同組合連合会・農事組合法人・森林組合・森林組合連合会
・漁業協同組合・一般社団法人　・公益社団法人　・一般財団法人　・公益財団法人
・医療法人　・宗教法人　・学校法人　・農事組合法人　・社会福祉法人
・特定非営利活動法人　・任意団体　・申請時点で開業していない創業予定者
（２）下表の業種ごとに、右欄の「資本金」又は「常時使用する従業員数」のいずれかの要件を満たすこと。
	業種
	資本金
	常時使用する従業員数

	製造業、建設業、運輸業
	３億円以下
	300人以下

	卸売業
	１億円以下
	100人以下

	サービス業
	5000万円以下
	100人以下

	小売業
	5000万円以下
	50人以下

	ソフトウェア業又は情報処理サービス業
	３億円以下
	300人以下

	旅館業
	5000万円以下
	200人以下

	その他業種（上記以外）
	３億円以下
	300人以下


（３）県税に未納がないこと。
（４）みなし大企業でないこと。なお、この要綱におけるみなし大企業は、次の①から④のいずれかに該当する事業者とする。
①発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している中小企業者
②発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有している中小企業者
③大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている中小企業者
④自治体等の公的機関
（５）虚偽の申請をしていないこと。
（６）別掲「反社会的勢力排除に関する誓約事項」の記のいずれにも該当しないかつ、今後、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も該当しないことを誓約した事業者であること。


別表第２
補助対象経費は、事業の実施のために必要な経費のうち以下の区分の経費とする。

	[bookmark: _Hlk228273784]補助対象経費
	補助率
	補助上限額

	区　　分
	内              容
	
	

	旅費
	補助事業者が愛媛県から目的地までの交通費及び宿泊費の実費
（ただし従業員1人あたり５万円を上限とする）
	補助対象経費
総額の２／３以内
	200千円以内／人
（1社3人まで、ただし旅費は従業員1人あたり5万円を上限とする）

	研修参加費
	補助事業者がロボット・自動化の技術力向上のために必要な研修への参加費
	
	

	専門家経費
	補助事業者がロボット・自動化の技術力向上のために自社へ専門家を呼んで講習会を実施するための企業等に支払われる経費
	
	

	その他の経費
	上記に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める経費
	
	


（注）補助対象経費には、当該経費に係る消費税及び地方消費税相当額を含めない。



